
１．重要な会計方針

（１） 商品（書籍等）の評価基準及び評価方法

個別原価法を採用しています。

（２） 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器・備品・・・・・・・・・・・・・・・

ソフトウエア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３） 引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

従業員に対する支払予定額を見積り計上しています。

退職給付引当金

役員及び従業員の退職金要支給額に相当する金額を計上しています。

（４） リース取引の処理方法

（５） 消費税等の会計処理

２．会計方針の変更

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後取得する建物付属設備や構築物の減
価償却の方法について定額法のみ認められることになりました。この改正を受けて平成28
年4月1日以後取得する建物付属設備（内部造作を除く）については、従来の定率法に替
えて定額法を適用することに変更しました。なお、当年度において該当する資産の取得が
ありませんでしたので、この会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。なお、控除対象外消費税
等は当期の費用として計上しています。

財務諸表に対する注記

法人税法の規定による定額法により
減価償却を実施しています。

法人税法の規定による限度相当額の他、必要に応じ、取引先の資産状況等
を勘案して計上しています。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、リース会計を適用しています。

内部造作については、法人税法の規
定による定額法により、また内部造作
以外については、法人税法の規定に
よる定率法または旧定率法もしくは
リース期間定額法により減価償却を
実施しています。
なお平成28年度の税制改正を受け、
平成28年度以後取得する建物付属
設備（内部造作を除く）については、
同法の規定による定額法を適用する
ことに変更しています。



３．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

　退職給付引当預金 427,269,433 41,272,154 27,351,721 441,189,866

427,269,433 41,272,154 27,351,721 441,189,866

４．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりです。

特定資産

　退職給付引当預金 441,189,866 441,189,866

441,189,866 441,189,866

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

38,345,999 24,573,718 13,772,281

91,783,847 44,167,508 47,616,339

285,687,009 225,736,871 59,950,138

415,816,855 294,478,097 121,338,758

PC及びサーバーについてリース会計を適用しています。

６．資産除去債務

７．法人税、住民税及び事業税

不動産賃貸借契約に基づき、協会事務所の退去時における原状回復に係る債務を有し
ていますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来事務所を移転
する予定もないことから資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、
当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

合　　計

税効果会計の適用における主要な一時差異項目には賞与引当金、退職給付引当金及び
税務上の繰越欠損金があります。
また、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な原因は
繰延税金資産の回収可能性を考慮した評価引当金を計上しているためです。

（うち負債に対応す
る額）

合　　計

科　　目

建 物 付 属 設 備

什 器 ・ 備 品

ソ フ ト ウ エ ア

（うち一般正味財産
からの充当額）

科　　目

合　　計

科　　目 当期末残高 （うち指定正味財産
からの充当額）


